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図
書
館
が
特
別
整
理
な
ど
で
休
館

　

５
月
24
日
㈬
か
ら
30
日
㈫
ま
で
、

特
別
整
理
で
市
立
図
書
館
本
館
が
休

館
。
各
分
館
と
こ
ど
も
図
書
館
は
通

常
通
り
開
館
し
ま
す
。
ま
た
、
６
月

５
日
㈪
は
市
立
図
書
館
・
分
館
・
こ

ど
も
図
書
館
の
全
館
が
休
館
し
ま
す
。

市
立
図
書
館

☎
０
２
７
‐
２
２
４
‐
４
３
１
１

 

小
児
慢
性
特
定
疾
病
の
通
院
助
成

　

小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
受

給
者
が
、
そ
の
疾
病
で
県
外
の
医
療

機
関
や
薬
局
へ
通
院
し
た
場
合
、
交

通
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。
助
成

を
受
け
る
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

保
健
予
防
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
８
５

 

詩
吟
や
俳
句
で
伝
統
に
触
れ
る

　

日
本
の
伝
統
文
化
に
親
し
む
、
ふ

れ
あ
い
体
験
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

● 

詩
吟

日
時
＝
７
月
９
日
㈰
・
16
日
㈰
・
23

 

赤
十
字
活
動
に
理
解
と
協
力
を

　

日
本
赤
十
字
社
は
、
地
域
医
療
事

業
や
医
療
機
関
へ
の
血
液
提
供
、
国

内
外
の
災
害
救
援
活
動
な
ど
を
行
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
活
動
は
、
赤

十
字
活
動
に
賛
同
し
、
赤
十
字
活
動

資
金
に
協
力
し
て
く
れ
る
人
た
ち
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
５
月

か
ら
６
月
ま
で
、
自
治
会
役
員
が
資

金
へ
の
協
力
の
お
願
い
で
、
各
家
庭

を
訪
問
し
ま
す
。ご
協
力
く
だ
さ
い
。

生
活
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
３
７ 

 

点
字
図
書
な
ど
貸
し
出
し
ま
す

　

県
立
点
字
図
書
館
で
は
、
視
覚
障

害
者
向
け
に
、
点
字
図
書
・
録
音
図

書
・
Ｄ
Ｖ
Ｄ
映
画
用
音
声
解
説
Ｃ
Ｄ
、

デ
イ
ジ
ー
Ｃ
Ｄ
図
書
専
用
の
再
生
機

の
貸
し
出
し
を
し
て
い
ま
す
。
利
用

に
は
登
録
が
必
要
で
す
。

同
館
☎
０
２
７
‐
２
５
５
‐
６
５

 

６
月
１
日
に
特
設
人
権
相
談
開
設

　

家
庭
内
や
近
所
で
の
も
め
ご
と
、

子
ど
も
に
関
す
る
こ
と
な
ど
、
人
権

問
題
の
悩
み
は
人
権
擁
護
委
員
が
相

談
に
応
じ
ま
す
。
費
用
は
無
料
。
秘

密
は
厳
守
し
ま
す
。

日
時
＝
６
月
１
日
㈭
午
後
１
時
～
４
時

会
場
＝
前
橋
プ
ラ
ザ
元
気
21
内
５
０

５
学
習
室
、
大
胡
支
所
、
粕
川
隣
保

館
、
富
士
見
公
民
館

当
日
会
場
へ
直
接

生
活
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
３
６

 

耐
震
改
修
費
を
補
助
し
ま
す

　

木
造
住
宅
の
耐
震
改
修
費
を
補
助

し
ま
す
。
希
望
者
は
補
助
の
要
件
に

つ
い
て
事
前
に
協
議
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
る
か
、
本
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

対
象
＝
木
造
住
宅
耐
震
診
断
者
派
遣

事
業
の
耐
震
診
断
で
、
上
部
構
造
評

点
が
１
・
０
未
満
の
住
宅
を
所
有
す

る
本
市
在
住
の
人
、
先
着
3
戸

補
助
金
額
＝
耐
震
改
修
費
用
の
半
額

（
上
限
80
万
円
）

６
月
１
日
㈭
～
12
月
15
日
㈮
に
市

役
所
建
築
指
導
課
（
☎
０
２
７
‐
８

９
８
‐
６
７
５
２
）
へ
直
接

 

訪
問
し
ま
す
一
人
暮
ら
し
高
齢
者

　

高
齢
者
福
祉
に
役
立
て
る
た
め
、

一
人
暮
ら
し
を
し
て
い
る
70
歳
以
上

（
昭
和
22
年
６
月
２
日
以
前
生
ま
れ
）

の
高
齢
者
の
実
態
把
握
を
実
施
。
地

区
の
民
生
委
員
が
訪
問
し
ま
す
。

介
護
高
齢
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
１
３
３

 

特
殊
建
築
物
は
定
期
報
告
を
提
出

　

大
勢
の
人
が
利
用
す
る
特
殊
建
築

物
は
、
そ
の
状
態
を
定
期
的
に
調
査

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
次
に
該
当

す
る
建
築
物
の
所
有
者
か
管
理
者
は
、

資
格
の
あ
る
専
門
家
に
調
査
を
依
頼

し
、
定
期
報
告
書
を
６
月
１
日
㈭
か

ら
７
月
31
日
㈪
ま
で
に
市
役
所
建
築

指
導
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
詳

し
く
は
問
い
合
わ
せ
る
か
、
本
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

対
象
建
築
物
な
ど
＝
一
定
規
模
以
上

の
劇
場
や
映
画
館
、
病
院
、
体
育
館
、

公
衆
浴
場
、
飲
食
店
、
物
品
販
売
業

を
営
む
店
舗
な
ど

建
築
指
導
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
７
５
２

 

解
体
工
事
は
届
け
出
が
必
要
で
す

　

コ
ン
ク
リ
ー
ト
な
ど
の
特
定
建
設

資
材
を
使
っ
た
建
築
物
の
解
体
工
事

や
新
築
工
事
な
ど
で
、
一
定
規
模
以

上
の
場
合
は
分
別
解
体
と
再
資
源
化

な
ど
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

発
注
者
は
工
事
の
７
日
前
ま
で
に
計

画
な
ど
の
届
け
出
を
。
対
象
工
事
の

種
類
や
規
模
な
ど
に
つ
い
て
は
本
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

建
築
指
導
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
７
５
２

 

６
月
４
日
か
ら
危
険
物
安
全
週
間

　

６
月
４
日
㈰
か
ら
10
日
㈯
ま
で
は
、

危
険
物
安
全
週
間
で
す
。
推
進
標
語

は
「
あ
な
た
な
ら　

無
事
故
の
着
地

決
め
ら
れ
る
！
」。暮
ら
し
の
中
に
は
、

ガ
ソ
リ
ン
や
灯
油
、
塗
料
な
ど
の
危

険
物
が
あ
り
、
取
り
扱
い
を
誤
る
と

火
災
な
ど
の
事
故
を
引
き
起
こ
す
原

因
に
な
り
ま
す
。
家
庭
で
の
危
険
物

品
の
正
し
い
取
り
扱
い
方
を
確
認

し
、
事
業
所
で
は
危
険
物
の
自
主
的

な
保
安
管
理
体
制
を
確
立
す
る
な

ど
、事
故
を
未
然
に
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

消
防
局
予
防
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
４
５
０
９

日
㈰
・
29
日
㈯
・
８
月
６
日
㈰
・
13

日
㈰
・
９
月
３
日
㈰
、
午
前
10
時
～

11
時
30
分

会
場
＝
前
橋
プ
ラ
ザ
元
気
21

対
象
＝
ど
な
た
で
も
、15
人
（
抽
選
）

費
用
＝
2
０
０
円

● 

初
心
者
俳
句
実
作

日
時
＝
７
月
15
日
㈯
・
８
月
19
日
㈯
、

午
後
１
時
～
５
時

会
場
＝
第
三
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

（
総
合
教
育
プ
ラ
ザ
内
）　

費
用
＝
5
０
０
円

６
月
30
日
㈮
（
必
着
）
ま
で
に
ハ

ガ
キ
で
。
講
座
名
・
住
所
・
氏
名
（
ふ

り
が
な
）・
年
齢
・
電
話
番
号
を
記

入
し
、
〒
３
７
１
‐
０
８
０
５
南
町 

三
丁
目
62
‐
１
・
昌
賢
学
園
ま
え
ば

し
ホ
ー
ル
内
文
化
協
会
「
ふ
れ
あ
い 

教
室
係
」（
☎
０
２
７
‐
２
２
１
‐ 

４
３
２
１
）へ

 

市
民
芸
術
文
化
祭

　

歴
史
講
演
会
を
開
催
。
前
橋
学
セ

ン
タ
ー
長
・
手
島
仁
が
、
前
橋
の
製

糸
業
に
つ
い
て
話
し
ま
す
。

日
時
＝
６
月
３
日
㈯
午
後
１
時
30
分

会
場
＝
第
三
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

（
総
合
教
育
プ
ラ
ザ
内
）

当
日
会
場
へ
直
接

文
化
協
会

☎
０
２
７
‐
２
２
１
‐
４
３
２
１

く
ら
し
の
情
報

元
気
21
証
明
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
　
　
　
　10
時
00
分
〜
19
時
00
分

本
庁
・
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
　
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

窓　　口
業務時間

申し込み 　 問い合わせ

軽自動車など車検には納税証明書

　軽自動車税の納期限は5月31日㈬まで。
これ以降に軽自動車などの車検を受ける
ときは、本年度分の車検用納税証明書（継
続検査用 ）が必要です。軽自動車税を納
税通知書で納付する人は領収証書の右側
を使用してください。口座振替やペイジ
ー、クレジットカード、モバイルレジで
納期限内に納付した人には6月中旬に納
税証明書を郵送。納税証明書が届く前に
車検を受ける人には同じ物を発行します。
市役所税証明窓口か各支所・各市民サー
ビスセンター・コミュニティセンター、
前橋プラザ元気21内証明サービスコーナ
ーで手続きができます。軽自動車税の口
座振替記載の通帳を用意してください。

収納課☎027-898-6226

　社会は人と人の共同で成立しています。従っ
て人は誰かと共同・協力していく必要があります。
　「まち」も同じです。先日、吉岡町にも協力
いただき、フルマラソンの大会を渋川市と開催
しました。本市だけでは42kmのコースを設定
するのが難しいからです。本市と高崎、伊勢崎
３市で電算システムを共有化することで、年間
約２千万円の歳出を削減することもできました。
また、バスの乗り入れや図書館の相互利用など
はサービスの向上につながっています。
　「まち」が力を合わせることが、それぞれの
「まち」に住む人たちにとってより良い結果に
つながると思います。損得では
なく、相手を尊敬する心を連携
の出発点にしたいと思います。

お
知
ら
せ

催
　
し

広報まえばし　平成29年5月15日号 1213 市役所　〒371-8601大手町二丁目12-1　☎027-224-1111　　  027-224-3003FAX


